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改正法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号）
改正法規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人税法施行規則等の一部を改正する省令（令和８年財務省令第18号）
改正措令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（令和８年政令第98号）
改正措規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和８年財務省令第21号）
法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正後の法人税法
法規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法規による改正後の法人税法施行規則
措法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正後の租税特別措置法
措令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正措令による改正後の租税特別措置法施行令
措規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正措規による改正後の租税特別措置法施行規則
旧措法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正前の租税特別措置法
電帳法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成10年法律第25号）
産競法等改正法・・・・・・・・・・・・・・・・経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第 号）
産競法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産競法等改正法による改正後の産業競争力強化法
産技法改正法・・・・・・・・・・・・・・・・・・産業技術力強化法の一部を改正する法律（令和８年法律 号）
産技法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産技法改正法による改正後の産業技術力強化法
経済産業省告示・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則第５条の７第21項第１号イ及び第20条の２第21項第１号イに規定する指定大学等に係

る経済産業大臣が定める要件（令和８年経済産業省告示第51号）

略 語

（注）  この資料は、令和８年５月27日現在公布されている法令に基づき作成しています。
 なお、この資料中の産競法等改正法及び産技法改正法に関する部分については、国会に提出された法律案に基づき作成しています。
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